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平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
　
　
　
　
例

◯
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
（
一
・
税
務
課
）

◯
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

条
例
（
二
・
医
務
薬
事
課
）

◇
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
号
）

１

趣
旨

こ
の
条
例
は
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
〇
年
法
律
第
九
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定

す
る
中
心
市
街
地
（
以
下
「
中
心
市
街
地
」
と
い
う
。
）
の
都
市
機
能
の
増
進
及
び
経
済
活
力
の

向
上
に
資
す
る
た
め
、
中
心
市
街
地
に
お
い
て
法
第
一
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
事
業

計
画
又
は
法
第
二
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
計
画
に
係
る
商
業

基
盤
施
設
を
設
置
し
た
者
に
対
す
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

不
動
産
取
得
税
の
不
均
一
課
税

中
心
市
街
地
の
区
域
内
に
お
い
て
、
商
業
基
盤
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
そ
の
敷
地
で
あ

る
土
地
の
取
得
（
公
表
の
日
以
後
三
年
以
内
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て

は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の

建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産

取
得
税
の
税
率
は
、
一
〇
〇
分
の
〇
・
四
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

３

固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税

中
心
市
街
地
の
区
域
内
に
お
い
て
、
当
該
商
業
基
盤
施
設
の
用
に
供
す
る
構
築
物
で
あ
る
大
規

模
の
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
当
該
大
規
模
の
償
却
資
産
を
事
業
の

用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
を
初
日
と
す
る
年
度
か
ら
三
年
度
間
に
限
り
、

次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

区
　
　
　
　
　
　
分
　
　
　
　
　
　
　
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
率

初
　
　
　
年
　
　
　
度
　
　
一
〇
〇
分
の
〇
・
一
四

第
　
　
二
　
　
年
　
　
度
　
　
一
〇
〇
分
の
〇
・
四
六
七

第
　
　
三
　
　
年
　
　
度
　
　
一
〇
〇
分
の
〇
・
九
三
三

４

不
均
一
課
税
に
係
る
申
告
等

不
均
一
課
税
を
受
け
る
た
め
の
申
告
並
び
に
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の

１

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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２

平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

徴
収
猶
予
及
び
還
付
等
に
関
し
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

５

そ
の
他

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

条
例
（
秋
田
県
条
例
第
二
号
）

１

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
三
年
法
律
第
一
五
三
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
保
健
婦
」
及
び
「
保
健
士
」
と
い
う
用
語

を
「
保
健
師
」
と
い
う
用
語
に
、
「
助
産
婦
」
と
い
う
用
語
を
「
助
産
師
」
と
い
う
用
語
に
、

「
看
護
婦
」
及
び
「
看
護
士
」
と
い
う
用
語
を
「
看
護
師
」
と
い
う
用
語
に
、
「
准
看
護
婦
」
及

び
「
准
看
護
士
」
と
い
う
用
語
を
「
准
看
護
師
」
と
い
う
用
語
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
二
号
）

秋
田
県
准
看
護
婦
試
験
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第
四
九
号
）

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
一
年

秋
田
県
条
例
第
三
五
号
）

秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
八
号
）

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
条
例
（
昭
和
四
一
年
秋
田
県
条
例
第
一
一
号
）

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）

秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
九
号
）

秋
田
県
准
看
護
婦
免
許
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
四
三
号
）

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例



４

平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



６

平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号



７

平成14年 3月15日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号
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